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お問い合わせ先

令和４年９月７日 （水）に国道１８号江口道路ステーションにおいて、特殊車両・

過積載車両の合同取締りを妙高警察署と実施しました。

取締りの結果は以下のとおりです。
今後も引き続き現地取締りを行うことで、道路の老朽化に著しい影響を与える
過積載の防止や重大事故の防止に努めてまいります。

【今回の合同取締りの結果】
取締り実施台数：２台 うち違反指導を行った車両：１台

（違反指導の内訳）
・道路法に基づく特殊車両取締り 無許可（経路違反） １台 に警告

・道路交通法に基づく過積載の取締り ０台

え ぐ ち

(特殊車両の通行に関すること）

国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所

道路管理第一課長 山田 耕治（やまだ こうじ） 内線４３１

〒943-0847 上越市南新町３番５６号 電話 ０２５－５２３－３１３６（代表）

（過積載に関すること）

新潟県 妙高警察署

交通課長 山田 展史（やまだ ひろふみ）

〒944-0032 妙高市小出雲３丁目１１番３０号 電話 ０２５５－７２－０１１０（代表）

みなみしんまち

み ょ う こ う

https://www.hrr.mlit.go.jp/takada/

お い ず も

車両総重量計測 許可証の確認



北陸自動車道

車両の諸元 一般的制限値

幅 ２．５メートル

長さ １２．０メートル

高さ ３．８メートル （高さ指定道路は４．１メートル）

重さ

総重量 ２０．０トン （重さ指定道路は２５．０トン）

軸重 １０．０トン

隣接軸重
隣り合う車軸の軸距が１．８メートル未満 １８．０トン※

隣り合う車軸の軸距が１．８メートル以上 ２０．０トン

輪荷重 ５．０トン

最小回転半径 １２．０メートル

※但し、隣り合う車軸の軸距が１．３メートル以上、かつ、隣り合う
車軸の軸重がいずれも９．５トン以下のときは１９トン

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交
通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最
高限度のことを「一般的制限値」といいます。（道路法第47条第1項、車両制限令第3条）

「特殊車両」とは、道路法で定められている車両制限値を1つでも超える車両をいいます。

これらの制限値を
１つでも超える車
両は特殊車両「通
行許可」が必要で
す！

舗装のひび割れ 舗装のわだち掘れ 事故の様子

重量等の制限を超える車両は、道路、橋の劣化に対して大きな影響を与えるだけでなく、
死亡事故等の重大事故にもつながる恐れがあり、大変危険です。

また、ルール違反の車両が沿道環境に与える影響も大きなものとなっており、特に重量超
過車両が道路の構造に与える影響は、非常に大きなものがあります。

「特殊車両」は通行許可が必要です

ルール違反の車両が道路に及ぼす影響

・違反走行を繰り返し行った場合は、会社名の公表を行います。

悪質な違反者には許可取消等の措置を実施します。

・是正指導に従わず、国道事務所の呼び出しを拒否する者は、報告の徴収・立入検査を

実施します。

・車両の総重量の最高限度の２倍の重量（道路法第４７条の２第１項の規定による許可

を受けた車両は、許可を受けた車両の総重量から車両の最高限度重量に減じた重量に、

最高限度重量の２倍の重量を加算した重量）以上の特殊車両を通行させた場合は告発

の対象になります。

特殊車両の通行に対する指導、取締りの徹底・強化


